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本ご報告での参考資料
PwCコンサルティング合同会社
令和５年度社会福祉推進事業
社会福祉連携推進法⼈制度の活⽤の促進に関する調査研究事業

本資料は、以下の調査結果を参考に作成しました。
・社会福祉連携推進法⼈ に対するアンケート調査結果（11法⼈回答）
・社会福祉連携推進法⼈ に対するヒアリング調査結果（８法⼈回答）
・法⼈間連携プラットフォーム に対するアンケート調査（44グループ回答）
・法⼈間連携プラットフォーム に対するヒアリング調査（７グループ回答）
・社会福祉連携推進法⼈を認定した実績がある所轄庁 に対するアンケート調査

（12⾃治体回答）
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１．「社会福祉連携推進法⼈」の設⽴状況
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２．社会福祉連携推進法⼈の設⽴⽬的
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設⽴⽬的を複数回答で尋ねた結果は以下のとおりです。
「⼈材確保・育成」、「経営基盤の強化・ノウハウの共有」、「物資の共同調達」など
様々な視点で設⽴をしているということができます。

※社会福祉連携推進法⼈に対するアンケート調査結果
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２．社会福祉連携推進法⼈の設⽴⽬的
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なぜ「合併」ではないのかについても尋ねました。
 「独⾃性を維持しての連携」との回答が最も多いです。

※社会福祉連携推進法⼈に対するアンケート調査結果（N＝11）
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２．社会福祉連携推進法⼈の設⽴⽬的
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なぜ「ゆるやかな連携」ではないのかについても尋ねました。
 「個別な⼈的つながりだけでなく、公式な関係構築をしたかったから」という
回答が多いです

※社会福祉連携推進法⼈に対するアンケート調査結果（N＝11）
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３．認定プロセス
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３．認定プロセス
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３．認定プロセス
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設⽴費⽤
社会福祉連携推進法⼈を設⽴するためには、主に以下のような費⽤が必要であるよう

です。連携推進法⼈によっては、社員法⼈の法⼈本部がこれらの⼈員を確保し、対応し
ている場合もあるようです。

 ⼀般社団法⼈設⽴のための登記費⽤
 認定書類作成、所轄庁との協議等にかかる費⽤
 準備室等の⼈件費や諸経費（備品関係、消耗品費など）

設⽴期間
 制度ができて間もないこともあり、所轄庁も厚⽣労働省等に確認をしながら進
めていることなどから、事前相談の期間も含めると半年から１年程度の期間が
かかっていた

※社会福祉連携推進法⼈に対するヒアリング調査調査結果

※社会福祉連携推進法⼈に対するヒアリング調査調査結果
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３．認定プロセス
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設⽴時の苦労
各連携推進法⼈が設⽴時に苦労したポイントは以下の通りです。

※社会福祉連携推進法⼈に対するアンケート調査結果
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４．組織・社員法⼈
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社員法⼈の構成
社員法⼈の構成は様々です。以下は実際の例になります。
また、新規に社員法⼈を増やしたいが増やすのが難しいと考える連携推進法⼈や、連携
推進法⼈を⽴ち上げた際の社員法⼈以上に社員法⼈を増やす予定がない連携推進法⼈も
あるようです。

 複数の地域で、同業種の社会福祉法⼈等が連携する
 同⼀地域で、異業種の社会福祉法⼈等が連携する
 創業者が同じ法⼈が連携する

役員体制
連携推進法⼈の役員体制は、ほぼ法定通りに体制が組まれているところが多いようです。
また、役員のなり⼿がおらず、探すのに苦労したとの声も聴かれました。

理事 ６⼈ 監事 ２⼈ 評議会構成員 ３⼈

※社会福祉連携推進法⼈に対するヒアリング調査調査結果

※社会福祉連携推進法⼈に対するヒアリング調査調査結果
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４．組織・社員法⼈
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連携推進法⼈本部
連携推進法⼈の本部体制は、社員法⼈の法⼈本部職員が、連携推進法⼈の法⼈本部の業
務を兼務するといった連携推進法⼈が多いようです。業務としては、連携推進法⼈の運
営統括、理事会等運営、予算決算などの法⼈運営の他、連携推進業務の企画運営を担っ
ているようです。
以下は、主な連携推進法⼈の本部体制事例になります。

③連携推進業務の内容を実施するために専従職員を配置

②社員法⼈の法⼈本部職員が連携推進法⼈本部の業務を専従で従事

①社員法⼈の法⼈本部職員が連携推進法⼈本部の業務を兼務

※社会福祉連携推進法⼈に対するヒアリング調査調査結果
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５．運営
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運営費⽤
連携推進法⼈の運営費は主に年会費と⼊会⾦であり、⾦額は様々です。
連携推進法⼈業務にて必要となる費⽤を踏まえて⾦額設定することが多いようです。

ガバナンス等
連携推進法⼈の理事会で意思決定されたことが、社員法⼈の理事会でも確認され、実⾏
に移されることが多いようです。連携推進法⼈の理事が社員法⼈の理事⻑である場合に、
このような傾向が強いと⾔えます。

※社会福祉連携推進法⼈に対するヒアリング調査調査結果
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６．社会福祉連携推進業務
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社会福祉連携推進法人が実施する連携推進業務は以下の通りです。
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６．社会福祉連携推進業務
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社会福祉連携推進業務の実施状況です。
各法⼈とも、幅広く様々な業務を⾏っています。

※社会福祉連携推進法⼈に対するアンケート調査調査結果（N＝11）
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６−１．地域福祉⽀援業務 実践
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６−２．災害時⽀援業務 実践
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６−３．経営⽀援業務 実践
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６−４．貸付業務
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○社会福祉法⼈である社員に対する貸付であること
○当該貸付けに係る原資は、貸付けを受ける社員以外の社会福祉法⼈である社員から連
携推進法⼈に対して貸付けを受けたものであること
⇒⺠間⾦融機関による融資や独⽴⾏政法⼈福祉医療機構等による政策融資の補完的な
役割を担うもの

実施された例は今のところない



PwC

６−５．⼈材確保等業務 実践

20



PwC

６−６．物資等供給業務
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実践
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６−７．その他（社会福祉連携推進業務以外）
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○社会福祉連携推進業務に関連する業務であること
○その他の業務の事業規模が、連携推進法人全体の事業規模の過半に満たないこと
○その他業務を行うことによって、社会福祉連携推進業務の実施に支障を及ぼすおそれが
ないものであること

○社会福祉事業その他社会福祉を目的とする福祉サービス事業でないこと
⇒社会的信用を傷つけなければ、「その他業務」の内容に特段の制約はない
⇒投機的なものは不可
⇒当該業務から得られた収益は、社会福祉連携推進業務に充当

実践
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７．社会福祉連携推進法⼈設⽴のメリット・デメリット
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回答数連携推進法⼈構築のメリット（半数以上がメリットと回答した項⽬）

9共通で研修等を実施し、職員のスキルアップ、研修効果の向上、受講機械等の拡⼤、経費の削減、
業務量の軽減につながった

8社員法⼈の理事⻑等が直接かをお合わせて、連携や機能分担について話し合う場ができた

8社員法⼈の様々な職種間での連携（顔の⾒える関係）が進み、建設的な提案により業務の効率化に
つながるようになった

7連携推進法⼈となることで、構成法⼈間での距離感が縮まり、経営的にも率直な話ができるように
なった

6社員法⼈間のノウハウを活⽤し、質の⾼いサービスを提供できるようになった

5材料等の共同購⼊などにより経費を削減できた

回答数連携推進法⼈構築のデメリット（半数以上がデメリットと回答した項⽬）

8社会福祉連携推進法⼈における社員総会の実施や理事会の開催、社会福祉連携推進評議会などのガ
バナンスルールが、事業規模に⽐して負担である

6連携推進事業を進めるための連携推進法⼈への財政⽀援不⾜

※社会福祉連携推進法⼈に対するアンケート調査調査結果（N＝11）
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